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 税関国境警備局（CBP）は 3月 5日、「2017 年度に CBP および移民関税執行局（ICE）

が差し押さえた知的財産権侵害製品貨物数は過去最高の 3 万 4,143 個（前年度比

8%増）であった」と発表1した。 

 プレスリリースでは、2017 年度に CBP および ICE が差し押さえた知的財産権

侵害製品は、12 億ドル相当と推計され、差し押えの約 90%が宅配（express 

carrier）または国際郵便という環境で行われたことや、知的財産権侵害製品の

差押えが最も多い製品分野は依然として衣服・装飾品で、2017 年度に CBP およ

び ICE が差し押さえた製品の約 15%を占めたことなどが報告されている。 

（以上） 

1 https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2018-Feb/trade-fy2017-

ipr-seizures.pdf


